
中
世
に
お
け
る
眞
宗
寺
院
と
在
地

の
諸
關
係

(
北

西
)

中
世
に
お
け
ろ
眞
宗
寺
院
と
在
地

の
諸
關
係北

西

弘

長
享

一
揆
は

云
は
る

」
如
く
土

一
揆

で
あ
り
、

そ

の
起
動
力
は
、

土
豪

の
統

一
支

配
に
依
る
農
民
暦
に
あ

つ
た
。
然

し
そ

の
後

の
享
豫

・
天
文

の
錯

働
は
、

教
團
内
部
に
お
け
る
寺
院

・
長
衆

の
分
裂
抗
争
よ
り
出
獲
す
る
。

享
豫

の
内
齪

は
、

加
賀

一
家
衆
寺
院
と
し
て

の
三
ケ
寺

(
光
教
寺

・
松
岡
寺

・
本
泉
寺
)

と

談
如
上
人
奏
者
下
間

頼
秀

・
頼
盛

・
超
勝
寺

・
本
畳
寺
方
國
衆

・
山
内
衆

に
そ

れ
ぞ

れ
結
ん
で
野
立
す
る
抗
争

で
あ

る
。
然
も

こ
の
孚
録
は
、

元
來
領

土
的
政

治
的
野
心
を
有
す
る
下
間
、

超

・
本

二
寺
方
に

三
ケ
寺
方
が
同
調
協

力
し
な

か

つ
た
事

に
依
る
ど
解

さ
れ
て
ゐ
る
。

か

」
る
遇
立
は
基
本
的
に
は
寺
院

相
互

の

性
格
的
ズ

レ
に
依

る
も

の
と
思
は

れ
、
更
ら
に
國
衆

と
山
内
衆

の
封

立
も
同
檬

な
ズ

レ
を
内
含
す
る
も

の
と
思
は
れ
る
以
上
、

我

々
は
此

の
歴
史
的
動
齪

を
通

じ
て
、
在
地
眞
宗

寺
院

の
存

在
形
鐙

や
長
衆

の
實

態

を

構
造
的

に

把
握

し
得

る
。
寺
院
は
宗
教
的
存
在
で
は
あ
る

が
、
肚
會
的
存
在

で
も
あ
る
。

此

の
黙

そ

れ
は
、
時
慮
に
作
用
し

つ
」
反
面
そ
の
條
件

に
製
製
肘
さ
れ

つ
」
存
在
す
る
。

今
、

在
地
寺
院

の
存

在
形
騰
を

「
型
」

と
し

て
抽
出
す
る
事
は
、

旦
夕

の
断
定

を
許
さ

ぬ
が
、

然
し
如
上
の
意
味

に
お
い
て
そ
れ
は
理
論
的
可
能
度

を
も

つ
。

一
、
二
試
案
を
か

」
げ

て
大
方

の
叱

正
を
ま

つ
も

の
で
あ
る
。

先
づ

三
ケ
寺
と
超

・
本

二
寺

の
存
在
形
鐙

に
つ
い
て
ふ
れ
る
。

蓮
師
以
來
、

一
家
衆

と
し
て
、
そ

の
下

に
幾
多

の
支
院

・
末
寺
を
擁

し
、
門

徒
農
民

の
結
合
擦
鮎

と
な

つ
て
來
た

三
ケ
寺
に
封
し
、
超

・
本

二
寺

の
い
ち

虻

る
し

い
特
徴

は
そ
の
機
動
力
に
あ
る
。

然
も

そ

の
機
動
性

は
、
裏
面
に
存
在

の

政

治
性
を

示
す
。

帥
ち
、

時
代
的
諸
矛
盾

に
依

り
攣
質
崩
壌

に
向
ひ

つ
製
あ

つ

た
蕪
園

の
弱
膿
化

に
く
ひ

こ
み
、

そ

の
領
主
権

を
押
領
獲
得
し
た
超

・
本

二
寺

の
あ
り
方
を

示
す
。

然
も
さ
う
し
た
形

膿
は
、

「
門
弟
あ
つ

か
る

べ
き

器

に
あ

ら
ず
」
(
反
古
裏
)
と
、

蓮
師
に
申

し
わ
た
さ
れ
た
巧
蓮

や

そ

の
系
統

者

の
性

格
に
由
來
す
る
は
申
す
ま
で
も

な

い
。
こ
れ
に
野
し
三
ヶ
寺
方

の
在
地
關

係
は

構
威
的

で
は
あ
る
が
概

し
て
宗

教
的

で
あ

つ
た
。

明
慮

入
年

三
月
蓮
師

よ
り
、

更
り
に
大
永

五
年
正
月
に
は
實

如
上
人

よ
り
、

聖

人
の
法
流
を
た
て
る
べ
く
、

叉
眞
俗
と
も
に
申
合
せ
、
御
掟

の
義
守

る
べ
し
と

(今
古
濁
語
巻
下
)

こ
と
さ

ら
言
葉
を

か
け
ら
れ
た
三
ケ
寺

と
し
て
は
、
け
だ

し
當
然

の
形
燈
で
あ

ら
う
。

こ

の
三
ヶ
寺
を

い
た

ゝ
く
在
地
末
寺
寺
院
も

又
、
講
を
中
心
と
し
て
着
實
な

歩

み
を
み
せ

て
ゐ
る
。

よ
し
ん
ば

土
地

の
本
役
運
働

と
目
さ
れ
る
も

の
が
あ

つ
て

も
そ
れ
は

「
光
徳
寺
押
.坊
之
儀
承
引
候
條
云

々
」
(
延
徳

二
年
苅
野

百

姓

宛
、

八
坂
神
鮭
文
書
)
と
あ
る
如

く
、
農

民
の
承
引

に
も
と
つ
く
も

の
で
あ

つ
て
強

引
な
罐
力
的
押
領
と
性

格
を
異

に
す
る
。

(
こ
れ

よ

り
先
、

文
明
十
三
年
當

地

を
本
畳
寺
が
運
齪
し

て
ゐ
る
が

(
紙

園
鮭
記
)

こ
れ
を
同
十
四
年
九
月
付
富

樫

政
親
、

槻
橋
近
江
守
あ
て
文
書

(
祇
園
赴

記
)

や
光
徳
寺
並
に
河
北

郡

一
揆
中

あ
て
文
書

(
八
坂
沸
杜
文
書
)

と
封
照

し
て
考

ヘ
る
時
、

そ

の
違

凱
事
駅

の
異

同

を
推
察

し
得
る
。
更

ら
に
文
明
十
七
年
九
月
十

一
日
幕
府

は
婚
津

氏
領
倉
月
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庄
を
押
領
す

る
富

樫
政
親

に
封
し
、

松
岡
寺
に
書

を
寄

せ
、
掻
津
氏
代
官

に
合

力
す

る
事
を
依
頼
し

(武
藏
美
吉
文
書
)

叉
永
正
十

一
年

七
月

五
日
幕
府
は
松

岡
寺

に
封
し
同
じ
く
日
吉

代
官

に
合
力
し
甦
領
加
州

田
上
郷
金
浦

の
押

領
人
を

退
け
ん
事
を
依
頼
し

て
い
る
。
(
近
江

生
源
寺
文
書
)

こ

の
松
岡
寺

に
封
す

る

幕
府

の
態
度

を
如
上

の
本
箆
寺

の
動
向
と
封
比
し
て
考

ヘ
る
時

そ

の
在
地

に
於

け
る
在

り
方

の
ズ

レ
を
示
唆
せ
し

め
ら
れ

る
)
。
更
ら

に
超

・本

二
寺

の
土
地
運

鰍

が
次
ぎ
次

ぎ
と
見

へ
て
來
る
時
代
に
あ
り
て
も
、

光
徳
寺
等

の
経
濟
的
動

向

は
、
門
徒
長
衆
と
共

に
名
主
職
を
補
任
さ
れ
て
ゐ
る
事

に
依

つ
て
推
察
出
來
る

如
く
、

地
に

つ
い
た
寺
院
形
膿
を
示
し

て

ゐ

る
。
((大
永
七
年

六
月
、

山口回
桑

六

郎

左
衛
門
尉

(
元
縮

三
年

九
貝
九

日
付
、

坪
坂
文
書
所
出

の

一
揆
長
衆
山口同
桑
甚

介
吉

政
や
、
天
正
四
年

五
月
十

八
日
付
、

笹
生
文
書
、

天
正
四
年

八
月

十

一
日

付
北
徴
逡
文
に
出
つ

る

一
揆
長
衆

の

一
人
、

高
桑
源
左
衛
門
武
藪

と
同
門

と
推

定

さ
れ
る
)

は
河
北

郡
岩
方
村
乃
太
名

四
分

一
、
岩
方

村
彌
藤
大
夫

四
分

一
の

名

主
職

に
補
任
さ
れ
、
享
緑

二
年

二
月

四
日
に
は
光
徳
寺
茶

々
が

河
北

郡
木
越

村
孫

口
郎
牛
名

の
名
主
職

に
、
更
ら

に
享
緑
三
年
五
月

十
三
日
に
は
光
琳
寺
慶

蒲
は
木
越
村
案
主
名

三
分

二
の
名
主
職

に
、
他
に
敷
名

そ
れ
ぞ

れ
補

任
さ
れ
て

ゐ
る

(
名
主
職
補
任
歌
案
)))
。
領
主
が
蕪
園
統
治

の
便

法
と
し

て
と

つ
た
此

の

現
象

は
、
裏

に
光
徳
寺

・
光
琳
寺
等

と
在
地
農
民

と
の
關
係
を
、

内
容
的

に
物

語

つ
て
ゐ
る
。
か
く
み
れ
ば

爾
者

の
在
地
關
係

は
、
超

・
本

二
寺

の
指
向
が
常

に
本
役
押
領

の
領
主
灌

侵
害

に
あ

つ
た
の
に
封

し
、

三
ケ
寺

の
そ
れ
は
門
徒
農

民

の
動
向

に
製
肘
を
加

へ
つ
製
蕪

園
領

主
の
領
主
権

に
保
謹
を
與

へ
、
叉
末
寺

大
坊
は
名
主
職
補
任
等
に
み
ら
れ
る
如
く
在
地
農

民
と
の
直
接
的
關
聯
性

を
生

か
し

つ
つ
蕪
園
領
主
と

の
相
互
關

係
を
保

つ
て
來
た
。

此

の
黙

に
爾
者

の
性
格

的

麹
遮
性
を
指
摘

し
得

る
。
家

ぎ
に
國
衆
長
衆

の
動
向

に
つ
い
て

一
言
す

る
。

元
來

國
衆
長
衆

と
言

つ
て
も
、

上
は
そ
の
家

臣
團
を
形
成
し
武
家
的
形
燈
を

成
す

大
土
豪
よ
り
下
は
在
所
長
衆

に
至
る
ま
で
そ
の
型

に
段
階

が
あ
る
。

然
し

此
虚

で
問
題

と
な
る

の
は
、

大
土
豪

と
在
所
長

の
二
者

で
あ
る
在
所
長

と
は
猫

立
自
螢
農
民
若

し
く
は
そ

れ
よ
り
成
長

し
た
村
落

内
部

の
中
心
人
物
で
、

そ

の

大
部
は
運
師

が
在
所

で
法
義

に
な
し

た
き
と
し
た
三
人

の
中

の

一
人
で

(
榮
玄

記
)
所
謂
中
小
名
主
層

で
占

め
ら

れ
る

(
山
間
部

・
水
耕
地
帯

の
地
域
差

に
依

り
長
衆

の
輕
濟

的
立
場

に
異
同
が

み
ら
れ
る
)
。
こ
れ
に
樹
し
大
土
豪
層

に
は
、

(イ
)中
央
よ
り
派
遣

さ
れ
た
狂

園
庄
官

の
土
着

し
た
者
、

(ロ)
守
護
家

臣
團
よ
り
離

腕

し
た
も

の

(
政
親

の
滅
亡
を
契
機

と
す

る
)
、
の
他
地
方
よ
り
武
力
的

に
侵

入

し
て
來
た
者
等
諸
種

の
形
燈

が
あ
る
が
共

に
末
期
薙
園
に
そ

の
立
場
を
求

め

こ
れ
を
外
よ
り
動
揺

せ
し
む
る
。

そ
れ
は
蕪
園
を
内
よ
り
ほ
り
く
づ

し
て
行
く

中
小
名
主
農

民
層

と
共

に
、

そ

の
展

開

の
場
を
同
じ
く
崩
壊
期
蕪

園
に
求

め
そ

そ
い
で
ゐ
る
、

が
然

し
爾
者
間

に
は
越
え
得

ぬ
溝

が
介
存
し
て
ゐ
る
。
帥

ち
そ

れ
は
荘
園
を
内
よ
り
ほ
り
く
づ
す
中
小
名
主
農

民
暦

の
展
開

そ
れ
は
郷
村
制

の
確
立
、

眞
宗

の
教
團
的
結

合
を
相
互
媒

介
的

に
推
進

し
て
行
く
事
に
於

い
て

實
現

し
て
行
く
が

と
さ
う
し
た
歴
史
的
動
態

に
あ

る
在
地
を
、

正
に
そ

の
相

互
間

に
於
け
る
権

力
的
索
制

に
わ
ざ
は
ひ
さ
れ
統

一
せ
し
め
得
ぬ
大
土
豪

の
、

領
主
制
確
立
に
樹
す

る
限
界
が
か
も
す
ズ

レ
で
あ

る
。
言

ふ
所

の
限
界
は
本
質

的
に
は
二
、
三

の
先
學
が
指
摘

し
た
如
く
門
徒
農

民

の
反
封
建
的

エ
ネ

ル
ギ

ー

を
利

用
せ
ん
と
し
て
そ
れ
自
ら
門
徒
化
し
た
事

(
こ
れ
は
土
豪

の
信
仰
形
腱

を

主
髄
的
に
と
り
あ
げ
究
明
す

べ
き
課
題
分
野
を
竜
有
す

る
の
で
は
あ

る
が
)
に

相
帥

し
て
獲
生
し
、

最
初
は
そ

の
成
長

の
基
本
條
件
に
な

つ
た
も

の
で
は
あ

つ

た
が
、
然

し
領
主
制

へ
の
あ
く
な
き
希
求
鳳
絡
に
そ
れ
を
限
界

に
直
面
さ
せ
、

更
ら
に
は
矛
盾
を
露
呈
さ
す
に

い
た

つ
た
も

の
で
あ
る
。

か
く
し
て
総
て

の
矛

盾
を
蕨
し
て
領
主
権
確
保
を
望
む
限
り
國
衆

は
、

先
述
し
た
超

本

二
寺

と

封

抗
ず

べ
き
必
然
を
有

し
た

の
で
あ

る
。
然
も
超

・
本

二
寺

の
領
有
権
獲
得

へ
の

中
世
に
お
け
る
眞
宗
寺

院
と
在

地

の
諸
關
係

(
北

西
)
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申
世

に
お
け
る
眞
宗
寺
院
と
在
地

の
諸
關
係

(
北

西
)

一
途
な
る
う
こ
ぎ

が
常

に
下
紙
所
有
灌

へ
の
場
を
在
地
中
小
名
主
暦
に
残
し
た

の
に
野
し
て
國
衆

は
そ

の
罐
力
鑛

張
に
附
随
す

る
限
界
に
順
懸
す
る
限
り
自
己

の
統
治
野
象

た
る
べ
き
中
小
名
主
層

の
権
限
を
侵
害
せ
ざ
る
を
得
な

か
つ
た
。

今
、

享
豫

の
錯

鰍
に
當
り
、

超

・
本
二
寺
に
加
勢

し
た
在
地
農
民
層

に
つ
い

て
は
未
だ

完
全

に
圖

示
し
得

ぬ
が
、

叉
そ

の
主
動
性
を
謹
ず
る
何
物
も
な

い
が

そ
れ
に
し
て
も
、

河
北
、

石
川

の
北
郡

に
そ

の
支
援

の
大
部
が
あ

つ
た

と
考

へ

ら
れ
る
の
は
、
下
級
所
有
灌
保
有

に
於

い
て
、

中
小
名
主
暦
と
封
決
す

る
可
能

に
富
ん
だ

(
こ
の
可
能
度

は
在

地
農

民

の
身
分
的
展
開
に
比
例
し
て
と
む
も

の

で
あ

つ
て
光
徳
寺

の
在
地
關
係
竜

こ
の
黙

に
お

い
て
動
的

に
把

握
さ
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
)
光
徳
寺
大
坊
主

や
土
豪
層

の
存
在
が
當

地
に
集
注
し

て
ゐ
た
事
實

と
饗

比
し
て
語
ら

れ
ね
ば
な
る
ま

い
。

か
く

て
領
有
権
押
領
を
事

と
し
、
農

民
的
成

長

の
場
を
残
す
政
治
的
騰
勢
を

と
つ
た
超

・
本

二
等
が
、

北
部
教
團

の
矛
盾
よ

り
農

民
的
支
援
を
か
ち

と
る
に
至
る
理
由
は
此
慮

に
お
り
、

そ
れ
は

二

門

一

家
藪
輩
國
々
に
充
満
あ
れ
ば
他
家
の
偏
執
御
門
弟
の
煩
也
」
(反
古
裏
)
と
あ

る
如
き
、
門
弟
の
煩
よ
り
逆
推
し
得
る
理
由
と
共
に
注
意
す
べ
き
事
實
で
あ
ら

う
。
以
上
超
・
本
二
寺
と
國
衆
に
就
い
て
ふ
れ
た
が
次
ぎ
に
は
、
國
衆
に
封
抗

し
、
超

・
本
二
寺
に
加
勢
し
た
山
内
衆
に
つ
い
て
一
言
す
る
。

大
小
一
揆
、
超

・
本
二
寺
方
の
尖
兵
と
な
つ
た
山
内
衆
の
長
鈴
木
氏
の
出
自

に
つ
い
て
は
、
古
來
種
々
言
は
れ
る
が
所
詮
在
地
農
民
の
成
長
し
た
も
の
と
み

る
べ
き
で
あ
ら
う
。
然
も
白
山
紳
肚
の
本
擦
な
る
山
間
地
帯
の
山
内
庄
に
居
を

し
む
る
鈴
木
は
、
そ
の
地
域
性
に
製
肘
さ
れ
て
、
そ
の
政
治
的
展
開
は
い
ち
ぢ

る
し
い
限
界
を
有
し
て
ゐ
た

(大
谷
學
報
第
三
十
四
巻
第
二
號
滲
照
)
。然
る

に
同
氏
が
先
に
失
脚
し
た
惣
領
地
頭
結
城
氏
を
越
え
、
山
内
惣
庄
支
配
を
確
立

し
得
た
の
は
本
願
寺
教
團
中
就
下
間
方
と
の
同
調
に
由
來
す
る
。
先
述
せ
し
如

く
超

・
本
二
寺
の
在
地
關
係
は
常
に
領
有
灌
を
樹
象
と
し
て
ゐ
る
が
、
鈴
木
氏

は
、
さ
う
し
た
超

・
本

二
寺

方

の
領
有
灌

に
代
官
的
性
格
を
も

つ
て
介

入
す
る

事

に
依
り
、

自
己

の
経
濟

的
立
場
を
築

い
て
行

つ
た
。
白
山

の
常
行
堂

百
姓
と

し
て
、
或
は

又
神
人
と
し
て
隷
鵬
せ
し
め
ら
れ
て
ゐ
た
山

内
農
民
が
そ

の
ケ
バ

ク
を
腕

し
て
糞
宗

の
門
徒
化
す
る
動
向

の
中
よ
り
成
長
し
か
か
る
農
民
を
基

盤

と
し
て
飛
躍
す
る
鈴
木
氏
に
と

つ
て
、
超

・
本

二
寺
は
國
衆
或
は

三
ケ
寺

よ
り

も
協
力
す

る
飴
地

と
便
値

を
備
え

た
存
在

で
あ

つ
た
。

然
も
山
内
庄

の
教

團
的

組
織

化
は
、

下
間
超

・
本

二
寺

の
動
向
よ
り
う
か

穿

へ
る
如
く
、

本
願
寺
支

配

形
膿

の
韓
換

期
と
時
期
的
に
合
致
す
る
事
は
注
目
に
あ
た
ひ
す

る
。
松
岡
寺
。

光
教
寺
等

が
そ
の
教
線
を
進
め
布
教
し

た
山
内
庄

の
成
果
を
、
超
。

本

二
寺

が

く
み
と
り
、

然
も
松
岡
寺
坊
主
を
當
地

(
渡
津
部
落
と
言
ふ
)

で
自
害

せ
し
む

る
皮
肉

の
中
に
、
我

々
は
め
ま
ぐ
る

し
い
教
團

の
展
開
を
感
ぜ

し
め
ら
れ
る
。

以
上
、
眞
宗
寺
院

や
門
徒
長
衆

の
在
地

に
於
け
る
存
在
形
腿

を
尋
ね
、

そ
れ

ら
各
個

の
性

格
的

ズ
レ
に
、
大
小

一
揆
封
立

の
必
然
性
を
指
摘

し
た
。

正
し
く
享
豫
に
於

け
る
加
賀
教

團
の
分
裂

は
、
大
永
よ
り
天
文
に
か
け
て

の

本
願
寺
諸
形
燈

の
韓
換
を
象
徴

し
、

叉
蓮
如
實
如
時
代
よ
り
、
後

生
御

冤

の
獲

生
を

み
た
謹
如
時
代
に
至
る
問

の
歴
史
的
縮
圖

で
あ
る
。

か
し
て
掟

の
旨
を
守

ら
ん
と
し
た
三
ケ
寺

の
敗
北

は
、
加
賀

に
於
け
る
教
團

構
造
を

一
攣
せ
し
む
る
。
元
來

み
た
、

本
願
寺

三
山

(
一
家
衆
)

未
寺
-

道
場

門
徒
農
民

の
教
團
形
膿

は
、

天
文
日
記
に

「
前
…
…
下

」
「
古
…
…
下

」

(
同
日
記
を
通

じ
約
三
十
五
ケ
所
程

の
記
載

が
あ
る
)

と

不
さ
れ
る
如
き
、
直

参
衆

の
出
現
と
相
ま

つ
て
、

タ

ン
セ
ツ
強
固
な
形
隆

に
統

一
さ
れ
る
。

然
し
か

か
る
形
膣
は
、

所
詮
教
義

を
中
心
と
す

る
眞

箇
な
宗
教
教
團
を
形
成
す
る
立
場

と
は
な
り
得
な
か

つ
た
。

こ
の
事

は
、

一
師

は
四
十
歳

で
、
今

一
師
は
三
十
三

歳
で
、

そ
れ
ぞ
れ
加
賀

に
お
い
て
大
小

一
揆

を
身
を
も

つ
て
謄
瞼
し
た
實

悟
。

顯
誓
爾
師

の
手
記
に
依

つ
て
明

か
し
得
る
で
あ

ら
う
。
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